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平成２５年における消費税転嫁対策の取組について 

－公正取引委員会－ 

 

 

関連省庁・団体からのお知らせ 
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消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問 

－公正取引委員会－ 

Ｑ１－１ 当社は小売部門の売上高は１億円程度しかありませんが，それ以外の売上高も合わせた

会社全体としては売上高が１００億円以上あります。当社は「大規模小売事業者」に該当するのでしょ

うか。 

Ａ 消費税転嫁対策特別措置法第２条第１項第１号に規定する「大規模小売事業者」は，［１］一般消

費者が日常使用する商品の小売業を行う者であること（小売業要件），及び［２］公正取引委員会規則

に定める規模の売上高又は店舗を有する事業者であること（規模要件）の両方を満たす事業者です。 

 前事業年度における一般消費者が日常使用する商品の小売販売に係る売上高が１００億円未満で

あっても，販売形態，販売期間，売上規模，他の事業との関連性，総売上高に占める小売販売に係る

売上高の割合等からみて，小売販売事業がサービス業，製造業などの他の事業に付随した業務では

ないと認められるときには，小売業を行う者に該当します（小売業要件）。 

 その上で，前事業年度の総売上高が１００億円以上ある場合（規模要件）には，「大規模小売事業

者」に該当します。 

 貴社の場合は，総売上高が１００億円以上あるものの，商品の小売販売に係る売上高は１億円程度し

かないとのことですので，基本的に「大規模小売事業者」には該当しません。 

 なお，前事業年度における小売販売に係る売上高が１００億円以上ある場合は，小売業を行う者に該

当し（小売業要件），同時に規模要件も満たすため，「大規模小売事業者」に該当します。 

 

Ｑ１－２ 当社は，店内での食事の提供のほか，テイクアウトでの販売も行っております。当社は，小

売業を行う者に該当しますか。 

Ａ 貴社のテイクアウトでの商品の小売販売に係る売上高が１００億円以上あれば，小売業を行う者に

該当し，総売上高が１００億円以上あることから，「大規模小売事業者」に該当します。 

 他方，テイクアウトでの商品の小売販売に係る売上高が１００億円未満であれば，店内での食事の提

供サービスとテイクアウトでの商品の小売販売との業務の関連性や売上高の割合等をみて，小売業を

行う者に該当するかどうかを個別に判断します。 

 

Ｑ２ 当法人は一般社団法人（又は一般財団法人）です。当法人は特定供給事業者に該当しますか。 

Ａ 大規模小売事業者に継続的に商品又は役務を供給している場合は，貴法人は特定供給事業者

に該当します。 

 また，法人である事業者に貴法人が継続的に商品又は役務を供給している場合は，貴法人の資本

金の額又は出資の総額が３億円以下であれば，貴法人は特定供給事業者に該当します。 

 消費税転嫁対策特別措置法第２条の「資本金の額又は出資の総額」は，事業に供される資本として

ある程度固定的に把握できるものを指し，他者からの借入金などの負債は含みません。このため，一般

社団法人・一般財団法人であれば，前事業年度の貸借対照表上の指定正味財産等の固定的な財産

が該当すると考えられます。指定正味財産等の固定的な財産がない場合には，「資本金の額又は出
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資の総額」はゼロ（すなわち３億円以下）であるので，特定供給事業者に該当します。 

 したがって，貴法人の指定正味財産等の固定的な財産の総額が３億円以下であれば，貴法人は特

定供給事業者に該当します。 

 

Ｑ３ 都道府県や市町村などの地方公共団体や，独立行政法人なども消費税転嫁対策特別措置法

の特定事業者になりますか。 

Ａ 消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者は，法人である事業者であれば該当する可能性があり

ますので，地方公共団体や独立行政法人などの法人であっても，事業を行っていれば特定事業者に

該当します。 

 

Ｑ４ 顧客に販売する商品の仕入先だけでなく，自社の店舗の清掃サービスや事務用品の購入など，

自家利用・自家消費するサービス・商品の取引先の事業者は，「特定供給事業者」に該当しますか。 

Ａ 貴社が特定事業者に該当するのであれば，自社の店舗の清掃サービスや事務用品の購入など，

自家利用・自家消費するサービス・商品の取引先の事業者は「特定供給事業者」に該当しますので，こ

のような取引において買いたたきなどの消費税転嫁拒否等の行為があれば，消費税転嫁対策特別措

置法に違反します。 

 

Ｑ５ 平成２６年４月１日以降に納品する商品について，納入業者から税抜きでの交渉を求められまし

たがお断りしました。消費税率が８％に引き上がる平成２６年４月１日より前にお断りをしたので，消費

税転嫁対策特別措置法の適用はないと理解していますが，問題ありませんか。 

Ａ 消費税転嫁対策特別措置法第３条第３号では，本体価格での交渉を拒否することを禁止していま

す。 

 貴社の行為は，平成２６年４月１日以前に行ったものであっても，平成２５年１０月１日以降に行ってい

れば，同法が適用され，違反となります。 

 

Ｑ６ 当社は，平成２６年４月以降に取引先に納品する商品について，平成２５年１２月に注文を受け

ました。注文書には消費税率は５％と記載されていましたので，取引先に確認したところ，消費税率引

上げ前の発注なので消費税率は５％と言われ，注文書の改定には応じてくれません。このような取引

先の行為は，消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。 

Ａ 貴社は，平成２５年１２月に発注を受け，取引先への納品は平成２６年４月以降であるということです

ので，その場合に，消費税率が５％のままで対価が定められたときは，取引先の行為は，「買いたたき」

（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 

Ｑ７ 当社は，消費税率の引上げに対応するため，納入業者の負担により特別な値札を付けさせた

上で納入させることを考えています。消費税転嫁対策特別措置法上問題となりますか。 

Ａ 貴社が，特別な値札の貼り付けによって生じる費用（シール代，貼り付け作業費など）を納入業者に

負担させる行為は，「利益提供の要請」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第２号）に該当し，違反と
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なります。この費用は，貴社において負担する必要があります。 

 

Ｑ８ 納入価格の引下げ要請は，納入業者との合意書があれば，消費税転嫁対策特別措置法上問

題とならないのでしょうか。 

Ａ たとえ取引当事者間で書面が交わされていたとしても，消費税率引上げ前の対価に消費税率引上

げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めれば，合理的な理由がない限り，「買いたたき」（消費税転嫁

対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 この場合，納入業者（特定供給事業者）が，今後の取引に与える影響等を懸念して納入価格の引下

げ要請を受け入れざるを得ない場合には，合意書を交わしたとしても，合理的な理由があるとはいえま

せん。 

 

Ｑ９ 手伝い店員の派遣要請は，納入業者の同意書があれば，消費税転嫁対策特別措置法上問題

とならないのでしょうか。 

Ａ 手伝い店員の派遣要請は，納入業者（特定供給事業者）の同意書があるからといって，「利益提供

の要請」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第２号）に該当する違法な行為が，適法になることはあり

ません。 

 なお，例外的に納入業者が自社商品の販売等のために従業員を派遣する場合もありますが，そのよ

うな場合には，従業員の派遣によって納入業者が得ることとなる直接の利益の範囲内のものであって，

納入業者の自由な意思により行われるときは，「利益提供の要請」として問題になりません。 

 

Ｑ１０ 「合理的な理由」なく買いたたきを行うことが禁じられていますが，例えば，仕入量を増やせば

スケールメリットがあるはずなので，それだけで「合理的な理由」があると認められるという理解でよい

でしょうか。 

Ａ 例えば，仕入量を増やす場合が合理的な理由がある場合として認められるためには， 

 ［１］特定供給事業者（売手）にも客観的にコスト削減効果が生じていること 

 ［２］コスト削減効果を対価に反映させるものであること（コスト削減効果を超えて値下げしていないこと） 

 ［３］当事者間の自由な価格交渉の結果であること（十分な協議の上で，売手である特定供給事業者

が納得して合意していること） 

が必要です。 

 このため，消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場

合には，単に仕入量を増やすことだけでは「合理的な理由」には該当しませんので，「買いたたき」（消

費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 

Ｑ１１ 複数の納入業者に対し，種々の商品について，一律に○％の値引きを要請することは，価格

交渉を経たとしても，買いたたきに該当するでしょうか。 

Ａ 御質問のケースのような場合において，納入業者（特定供給事業者）や商品ごとに取引条件等の

事情が異なる中，一律に一定率の値引きが行われることは，たとえ価格交渉を経たとしても「合理的な

理由」があるものとは考えられません。このため，「買いたたき」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１
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号後段）に該当し，違反となります。 

 

Ｑ１２ 当事者間で既に取り決めた対価を事後的に減じて支払うことは「減額」として禁止されています

が，消費税分の減額であることを明示しなければ消費税転嫁対策特別措置法上の問題にはならない

のでしょうか。 

Ａ 当事者間で既に取り決めた対価を，合理的な理由なく事後的に減じて支払った場合には，消費税

分の減額であることを売手である特定供給事業者に明示しなくても，「減額」（消費税転嫁対策特別措

置法第３条第１号前段）に該当し，違反となります。 

 なお，これと同様に，消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価

を定める場合には，消費税分の対価の引下げであることを明示しない場合であっても，合理的な理由

がない限り「買いたたき」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 

Ｑ１３ 現在，納入先の事業者から，平成２６年１月１日以降の取引について，値下げ要請を受けてい

ます。このような要請による納入価格の引下げは消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないので

しょうか。 

Ａ 御指摘のような値下げ要請の際に，値下げした納入価格が平成２６年４月１日以降の取引にも適用

されることが明示されていなくても，平成２６年４月１日以降も同様の取引が行われることになる場合に

は，合理的な理由がない限り「買いたたき」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当

し，違反となります。 

 

Ｑ１４ 取引先から，消費税率引上げ後も，今と同じ税込価格で納入するよう要請を受けていますが，

同じ価格で同一商品を納品することはコスト的に困難です。このため，包装を簡素化する等により納

入せざるを得ませんが，このような場合は，消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょう

か。 

Ａ 納入業者が，御指摘のような要請による不利益に対処するため，自らの努力で包装の簡素化等の

コスト削減策を講じたとしても，取引先の事業者が税込みの納入価格を据え置くよう要請したことに変

わりありません。 

 このため，取引先の事業者によって税込みの納入価格が据え置かれた場合には，納入業者の自助

努力で消費税率引上げ相当分のコストを削減できたとしても，合理的な理由があるとは認められないた

め，「買いたたき」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 

Ｑ１５ 取引先から，商品の容量について，消費税率引上げ分に相当する量を減らして，これまでと同

じ納入価格（税込み）で納品するよう求められていますが，製造ラインを変更するなど多額の費用が

発生します。このような場合，消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。 

Ａ 納入価格を据え置く代わりに，商品の容量について消費税率引上げ分に相当する量を減らす場合

であっても，通常の商品仕様を変更することで，製造ラインの変更等のコストが増大する場合には，「買

いたたき」（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 
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Ｑ１６ 春物衣料について，消費税率引上げ後も昨年と同一の納入価格（税込み）で納品するよう求

められていますが，昨年に比べてデザインが一部異なっています。このような場合，消費税転嫁対策

特別措置法上問題になるでしょうか。 

Ａ 御指摘のケースにおいて，デザインが昨年の同種の商品と異なっていたとしても，昨年の税込価格

のままで納入価格を定められたときは，合理的な理由がない限り「買いたたき」（消費税転嫁対策特別

措置法第３条第１号後段）に該当し，違反となります。 

 ただし，デザイン等の変更により，昨年の同種の商品に比べて価格差が生じることについて合理的な

事情がある場合には，それを考慮することになります。このような合理的な事情がある場合において，当

該事情を考慮した対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めるときは，合理的な

理由がない限り「買いたたき」に該当し，違反となります。 

 

Ｑ１７ 消費税の転嫁拒否等の行為に関して，各業種の取引実態に即して解説したものはありません

か。 

Ａ 消費税の転嫁拒否等の行為については，「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁

対策特別措置法，独占禁止法及び下請法上の考え方」において具体的な事例を記載して解説してい

ますが，各業種の取引実態に即した解説に関しては，経済産業省において作成している「下請適正取

引等の推進のためのガイドライン」も参考になります。 

 

Ｑ１８ 当医療法人は，病院を開設していますが，消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者に該当

しますか。 

Ａ 医療法人が病院や診療所を開設し，医薬品等の納入業者と継続的な取引があれば，特定事業者

に該当します。 

 また，国，地方公共団体又は独立行政法人などが病院や診療所を開設している場合，当該国，地方

公共団体又は独立行政法人なども，上記と同様に納入業者と継続的な取引があれば，特定事業者に

該当します。 
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社員食堂等における国産農林水産物・食品の活用促進について 

－農林水産省－ 
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消費税の円滑適正な転嫁の徹底について（重点要請） 

－農林水産省－ 
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食品ロス削減国民運動  

－農林水産省－ 

食品ロス削減国民運動（ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳ ＰＲＯＪＥＣＴ）とは 

我が国では、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」が年間５００～８００万トン発生していま

す。世界で約９億人の人々が栄養不足状態にある中で、「もったいない」という言葉の発祥地である我

が国として、食品ロス削減にフードチェーン全体で取り組んでいくため、官民が連携して食品ロス削減

に向けた国民運動を展開します。 

 

食品ロス削減国民運動のロゴマークについて   

このロゴマークは、事業者及び消費者に対して、食品ロス削減を積極的に推進する意思を表明する

ためのもので、現在、農林水産省が商標権を出願中です。 

食品ロス削減に取り組む皆様に使っていただけますので、多くの方のご利用をお待ちしています。ロ

ゴマークを利用したい方は、以下の「食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾要領」を御確認頂き、

食品ロス削減の取組にお役立て下さい。 

 

＜基本形＞ ＜展開例＞ 
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食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾要領 

２５食産第２７７１号 

平成２５年１０月１７日制定 

 

（趣旨） 

第１ 我が国では、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」が年間５００～８００万トン発生し

ています。世界で約９億人の人々が栄養不足状態にある中で、「もったいない」という言葉の発

祥地である我が国として、食品ロス削減にフードチェーン全体で取り組んでいくため、官民が連

携して食品ロス削減国民運動を展開します。 

この要領は農林水産省が商標権を出願中の食品ロス削減国民運動ロゴマーク（以下「マー

ク」という。）の利用許諾に関し、必要な事項を定めるものです。 

 

（マークの目的） 

第２  

（１） マークは、事業者及び消費者に対して、食品ロス削減を積極的に推進するという意思を表

明するためのものとします。 

（２） マークは、個別の商品やサービスの品質を保証するものではありません。 

 

（図柄等） 

第３ 

（１） マークのデザイン及び色は、別図の基本形のとおりとします。ただし、別図の展開例のよう

にキャッチフレーズ（「食べものに、もったいないを、もういちど。」）を書かずに使用することも

できます。 

（２） 別図の展開例のように使用する場合を除き、マークを改変して使用することはできません。 

（３） マークの基本形の右上のキャッチフレーズ部分には、異なる文字を書き込んで使用するこ

とができます。また、マークの本体に係らない範囲で上下左右に文字を書き込んで使用する

ことができます。ただし、併記する文字は、事前に農林水産省食料産業局バイオマス循環資

源課食品産業環境対策室長（以下「食品産業環境対策室長」という。）の許諾を得たものに

限ります。 

 

（利用許諾の申請及び許諾） 

第４ 

（１） マークの利用を希望する者は、様式１ により、食品産業環境対策室長宛てに利用許諾の

申請をしてください。 

（２） 食品産業環境対策室長は、申請内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請につい

てのみマークの利用を許諾し、様式２の食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾証を第４

（１）の申請を行った者に発行します。 

（３） 食品産業環境対策室長は、マークの利用に当たって必要に応じて条件を付すことができる
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ものとし、また、マークの利用の許諾を受けた者が、本要領に違反した場合には、利用許諾

の取消等の措置を取ることできるものとします。 

（４） 政治団体、宗教法人又は反社会的勢力からのマークの利用許諾の申請は、受け付けませ

ん。 

 

（利用許諾の申請手続の省略） 

第５ 食品ロス削減の推進に資する取組を実施している関係府省庁（内閣府、消費者庁、経済産業

省、文部科学省及び環境省）、地方公共団体その他農林水産省が支援する食品ロス削減のた

めの取組を実施する者及び当該取組に協力すると認められる者がマークの目的に沿った利用

を行う場合には、第４に規定する利用許諾の申請の手続を省略することができます。ただし、マ

ークの利用に当たり、利用する日の５日前までに、様式３により食品産業環境対策室長宛てに

届け出てください。 

 

（マークの表示条件） 

第６ 

（１） 第４により許諾を受けた者及び第５により申請手続が省略された団体等（以下「利用者」と

いう。）は、食品ロス削減の推進に資する活動に係る加工食品及び飲料の商品並びに当該商

品をまとめて収容する容器箱にマークを表示することができます。 

（２） 利用者は、食品ロス削減の推進のため並びに食品ロス削減の推進に資する活動に係る加

工食品及び飲料の商品のために作られるポスター、チラシ、パンフレット、ＷＥＢページ等にマ

ークを表示することができます。 

（３） 利用者は、自ら使用する名刺にマークを印刷することができます。 

（４） 利用者は、食品ロス削減の推進のため以外の目的でマークを使用することはできません。 

 

（マークの利用料） 

第７ マークの利用料は、無料とします。 

 

（利用者の遵守事項） 

第８ 

（１） 利用者は、関係法規及び本要領を遵守するとともに、マークの機能を損ない、又は権利の

喪失を招くことのないように努めるものとします。 

（２） 利用者は、第三者が無断で権利を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合

には、直ちに食品産業環境対策室長へ通知するものとします。 

（３） 利用者は、マークを付した商品や取組に関する第三者との係争、審判又は訴訟等について

の対応を食品産業環境対策室長とその都度協議して決定するものとし、係争、審判又は訴

訟等に要した費用は利用者が負担するものとします。 

（４） 利用者は、マークを付した商品や取組により第三者に損害を与えた場合には、当該損害に

ついての全責任を負うものとします。 

（５） 利用者は、食品産業環境対策室長から要請がある場合は、マークの使用実態の報告を行

うものとします。 
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（マークの適正利用） 

第９ 食品産業環境対策室長は、利用者が本要領を遵守せず不正に利用した場合や、法令や公序

良俗に反する行為を行った場合には、次の必要な措置を講ずるものとします。 

（１） 警告 

（２） 利用許諾の取消し 

（３） 企業名等の公表 

（４） 訴訟 

 

（マークの利用期限） 

第１０ マークの利用期限は設けません。 

ただし、食品産業環境対策室長は、食品ロス削減国民運動が終了する場合その他特に必要

と認めるときには、利用者に対し、期限を定めて、マークの利用を終了すべき旨を指示すること

ができるものとします。 

 

（附則） 

この要領は、平成２５年１０月２５日から施行します。 

 

（問い合わせ先） 

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省食料産業局食品産業環境対策室 

ＴＥＬ：０３－６７４４－２０６６ ＦＡＸ：０３－６７３８－６５５２ 
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（様式１） 

食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾申請書 

平成 年 月 日 

 

農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室長 宛て 

 

申請者［利用予定者］（所在地）〒                        

（名 称）                          

（代表者）                      

印 

 

食品ロス削減国民運動ロゴマークの利用に当たり、農林水産省で平成２５年１０月１７日制定の

「食品ロス削減国民運動ロゴマーク利用許諾要領」を承認の上、下記のとおり利用許諾を申請しま

す。 

 

記 

 

１．マークを使用するもの（該当箇所にチェック☑ する） 

□商品 □チラシ □パンフレット □ポスター □広告 □名刺 □シール □その他（ ） 

 

２．マーク、マークシール等の印刷予定数 

（１）印刷アイテム予定数： （ ）個 

（２）総印刷予定数（個）数：（ ）（個）枚 

（３）マークの大きさ：タテ（ ）ｍｍ×ヨコ（ ）ｍｍ 、タテ（ ）ｍｍ×ヨコ（ ）ｍｍ 

 

３．使用地域又は店舗名等 

（地域名又は店舗名等：                           ） 

 

４．貴社業態：（該当箇所にチェック☑する） 

□農林水産物生産者 □農業協同組合 □食品卸売業 □食品小売業 □食品製造業  

□食品製造・小売業 □商社 □外食産業 □その他（ ） 

 

５．農林水産省が利用許諾状況をホームページで公表する場合、貴社名等の公表の希望の有無

（該当箇所にチェック☑する） 

□有り   □無し 

６．使用するマークの形態 

□基本形 □展開例 □キャッチフレーズを変えて使用する場合の文字（ ） 

７．問合せ先 

（１）部署名： 

（２）ご担当者名： 

（３）ＴＥＬ・ＦＡＸ： 

（４）Ｅ－ｍａｉｌ： 

※記入上の留意事項 

１．上記様式に記入が困難な場合は「別紙」とし添付する。 

２．名刺にマークの印刷を行う場合、会社、団体等の構成員１名が代表して申請を行うものとする。 
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まずは、実践！ 

食品トレーサビリティの"業種別"の実践的マニュアルを作成！ 

－農林水産省 消費・安全局表示・規格課－ 

１．食品トレーサビリティとは、「食品の移動を把握すること」 

食品トレーサビリティは、国際的には「生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の段階を通じて、

食品の移動を把握すること」と定義（codex）され、具体的には生産、加工、流通の各段階で食品の入

荷と出荷に関する記録等を作成・保存する取組です。 

食品トレーサビリティの取組は、消費者の食品選択に役立つよう、食品をどのように生産・製造したか

（例：農薬・肥料・飼料等の使用状況、原材料の原産地名などの情報）を表示等で情報提供する取組と

は異なります。 

  

２．人ごとではありません！食品トレーサビリティの確保が不十分な場合の影響 

現在、我が国では、牛トレサ法※１、米トレサ法※２が制定されていますが、これらの対象とならない食

品については、食品トレーサビリティを罰則つきで義務付ける法令はありません。 

しかし、食品事故等があったときに、入出荷等に関する記録が保存されていることで、流通の川下へ

の追跡や自社内を含む川上への遡及で商品回収や原因究明を円滑に行うことが可能になります。食

品の流通を迅速に正常な状態に戻すことにより、食品事業者側の損害を抑えることにもつながります。 

その裏返しで、トレーサビリティの確保が不十分であれば、問題発生時に迅速な対応ができず、消費

者の健康被害が拡大したり、消費者や取引先の信頼を失い取引停止に陥ったりする恐れもあります。 

 

３．食品トレーサビリティの取組状況と課題 

食品トレーサビリティの取組のうち、入荷・出荷の記録を作成・保存する基礎的な取組は、食品事業

者の９割以上が、入荷したロットと出荷したロットを対応づける記録を作成・保存する取組（内部トレーサ

ビリティ）は、約半数の事業者が取り組んでいます。 

取り組む上での主な課題としては、小規模になるほど取組が進んでおらず、「記録の保存には手間

がかかる」、「作業量が増加する」、「新たな投資が必要となる」、「何をすればよいか分からない」などと

なっています。 

 

４．「実践的なマニュアル」について 

農林水産省では、これらの課題に対応した、食品事業者が直ちに活用できる「実践的なマニュアル」

を作成する事業※３により、取組の促進を目指しています。食品事業者は、食品トレーサビリティと聞く

と、「情報システムを導入する必要がある」、「コストがかかる」などと、特に中小事業者にはハードルが高

いというイメージが先行してしまいます。 

※１ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 

※２ 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 

※３ 食品トレーサビリティ促進委託事業。平成２５～２７年度にかけた３年間の事業。 
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しかし、実際は、紙に手書きで記録するなど、コストをかけずに取り組める場合もあります。「実践的なマ

ニュアル」は、このような事例を盛り込みながら解説し、「中小事業者にも取り組みやすいものを」という

ねらいで作成しました。 

 

「実践的なマニュアル」は、理論編として取組の意味や効果などを解説した「総論」、実践編として業

種ごとの取組の進め方などを解説した業種別の「各論」、さらに、各論を補完するものとして、記録の様

式集などを掲載した「取組手法編」の３種類で構成されています。取組の意味や効果を理解して業務

の手順を検討したい場合は、総論を先に、一方、すぐに実践したい場合は、業種別の各論から読み進

められるように作成してあります。 

なお、業種別の各論については、平成２５年度は「製造・加工業編」、「卸売業編」、「小売業編」を作

成しました。 

 

食品トレーサビリティには様々な取組要素があり、「実践的なマニュアル」では、取組要素を３つのス

テップ（図１参照）に分けて整理し、徐々に取組をステップアップできるようにしています。 

各ステップは、現場での作業手順や記録様式を準備する手順として、準備手順と作業手順に分けて

解説しています。これらは、取組内容を視覚的に理解して直ちに実践に移せるよう、図やイラストを多く

用いて解説（図２参照）しています。 

        図１ ステップの構成                図２ 「準備手順・作業手順」の図 

     

 

「実践的なマニュアル」は、農林水産省ホームページ※４

から無料でダウンロードできますので、食品事業者の方

（特に、現場での作業手順や、記録様式を管理する管

理者の方）にぜひ手に取ってご活用いただきたいと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 
※４ 農林水産省ホームページ（食品のトレーサビリティ） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html#4 

（ホーム → 組織・政策 → 消費・安全局トップ → トレーサビリティ） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html
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働く人が活躍しやすい職場環境の改善の取組に関する要請について 

－東京労働局－ 
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流通ＢＭＳ適用範囲拡大 金融連携検討 
－流通業界以外での流通ＢＭＳインフラを活用－ 

－流通システム開発センター－ 
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２０１３年度流通ＢＭＳ導入実態調査結果 

－流通システム標準普及推進協議会－ 

この２年間で小売の導入済みが１０ポイント増 

第３回 流通ＢＭＳ 導入実態調査結果 
 

流通ＢＭＳ協議会では２００９年から隔年で「流

通ＢＭＳ導入実態調査」を実施しており、今年度

はその３回目の実施年に当たる。調査は今年の

７月から９月にかけて正会員団体の協力を得て

実施し、その結果を１１月８日開催の普及推進部

会で検討した。以下、調査結果の概要を紹介す

る。 

●調査の実施方法 

調査は本協議会の正会員である業界団体の

正会員企業に団体事務局から調査票を配付し

てもらい、回答はメールやＦＡＸ、Ｗｅｂで協議会

事務局に直接返信してもらう形で実施している。

今年度は下表に示す小売７団体、卸・メーカー２０

団体の協力を得て実施した。 

配付数と回答数は、小売業が配付５０５社、回

答１３０社（回答率２６％）、卸・メーカーが配付１，４

６０社、回答４２１社（回答率２９％）となっている。 

 

 

 

●回答企業の年間売上高分布 

回答企業の年間売上高の分布は図１のとおり。 

前回と比べると分布に大きな違いは見られない。 

図１ 回答企業の年間売上高分布 

 

 

●流通ＢＭＳの導入状況 

本調査の最も基本となるデータが流通ＢＭＳ 

の導入状況。小売業の流通ＢＭＳ導入状況は図

２のとおり、「導入済み」が２６％（前回は１６％）、

「導入予定」が１６％（同１５％）となった。導入済

みと導入予定を合計すると４２％となり、前回の３

１％と比較すると導入機運は着実に高まっている

ことが分かる。 

一方、卸・メーカーの導入状況は「対応済み」

が４３％（前回は２６％）、「対応予定」が１１％（同

２１％）となっている。この２つの回答の合計は２

年前の４７％から５４％に増えており、流通ＢＭＳ 

に対応済または予定の卸・メーカーも着実に増

えていることが伺える。 



－ 47 － 

 

図２ 流通ＢＭＳ の導入状況 

 

 

 

●現在のＥＤＩの状況 

①ＥＤＩ（ＥＯＳ）の実施状況 

今回、過去２回の調査にはなかった調査項目

として、小売業のＥＤＩ（ＥＯＳ）の実施状況を聞い

た。その結果、約２割の小売業がＥＯＳ（電子発

注）のみを実施していることが判明した。（図３） 

 

図３ ＥＤＩ（ＥＯＳ）の実施状況（小売） 

 

年間売上高の規模で見ると、規模が小さいほ

どＥＯＳのみの割合が高くなっており、年商２００ 

億円未満ではＥＯＳのみが３８％、ＥＤＩ が５７％

であるのに対して、年商１０００億円以上ではＥＯ

Ｓのみが７％、ＥＤＩが９３％となっている。 

ＥＯＳのみの小売業が今後ＥＤＩ化を目指すこ

とは必定であり、その意味では中小小売業に多

いＥＯＳのみの企業に対する流通ＢＭＳの普及

推進が重要であることをこの調査結果が示して

いる。 

②通信手順の使用割合 

ＥＯＳからＥＤＩへの移行とともに、通信の手段

も電話回線からインターネットに変わっていくこと

は必須の流れだが、小売業が現在使用している

通信手順で最も多いのがＪＣＡ手順で全体の７割

近くを占めている。（図４） 

これに対してインターネット系ではＷｅｂ－ＥＤＩ

が６１％と相変わらず高い割合を示しているもの

の、２年前の５９％からほぼ横ばいとなっているの

に対して、流通ＢＭＳは２年前の１６％から２６％

へ１０ポイントの増となっており、着実に増加して

いることを示している。 

 

図４ 使用している通信手順（小売） 

 

 

 

●流通ＢＭＳの導入形態 

流通ＢＭＳ対応のＥＤＩシステムは自社導入か

外部委託かという問いに対する回答は下記の結

果となった。 

【小売業】（Ｎ＝３４） 

・自社構築：２０％ 

・外部委託：６５％ 
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・自社／外部併用：１５％ 

【卸・メーカー】（Ｎ＝１７７） 

・自社構築：４７％ 

・外部利用：３０％ 

・自社／外部併用：２３％ 

前回（２０１１）年は「自社構築・外部委託併用」

の選択肢がなかったため、一概には比較できな

いが、小売業の外部委託は２年前の５９％から６

５％に増えており、併用の１５％を加味するとＥＤＩ 

システムのアウトソーシングの流れが顕著に表れ

ている。 

卸・メーカーの導入形態には大きな変化は見

られない。 

 

●流通ＢＭＳを導入している商品部門 

流通ＢＭＳを導入している小売業がどの商品

部門の取引に導入しているかを今回の調査で初

めて聞いた。全小売業（Ｎ＝３４）では、食品９

４％、日用品８８％、衣料・身の回り品・スポーツ

用品５３％などとなったが、小売業態によって取

扱い商品の有無もあるため、最も回答数の多い

ＧＭＳ・食品スーパー（Ｎ＝１７）だけで見ると図５

のとおりとなった。 

 

図５ 流通ＢＭＳ を導入している商品部門 

（ＧＭＳ・食品スーパーのみで見た場合） 

 

 

 

ＧＭＳ・食品スーパーでは、食品と日用品の割

合が高いのは当然として、生鮮食品部門におい

ても６割近くの小売業が流通ＢＭＳ を導入して

いることが判明した。 

●全取引量に占める流通ＢＭＳの割合 

流通ＢＭＳの導入割合を見る目安として、全取

引明細行に占める流通ＢＭＳ 取引の割合を聞

いている。小売業の結果は図６のとおりとなって

おり、２０％未満が４７％であるのに対して、２０％

以上の取引量を流通ＢＭＳでカバーしている企

業が５０％を占めている。２年前はそれぞれ、７

２％、２３％であったことから、導入済み小売業の

流通ＢＭＳの割合も着実に増えていることが分か

る。 

 

図６ 全取引明細行に占める流通ＢＭＳの割合 

（小売業の場合） 

 

 

●流通ＢＭＳの使用メッセージ 

流通ＢＭＳの取引で使用されている基本形メッ

セージは図７の割合となった。基本の７メッセー

ジを前回（２０１１年）と比較すると、受領を除くメッ

セージはわずかずつだが利用する企業が増えて

いる結果となった。受領メッセージの利用割合減

（２年前は８４％）はサンプル数の違い（２年前は

１９）による誤差の範囲と思われる。 
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図７ 使用されている基本形メッセージの割合（小売業の場合） 

 

 

●流通ＢＭＳの導入効果 

流通ＢＭＳの導入効果を《インターネット通信》

と《標準メッセージ利用》に分けて集計した。 

従来の電話回線利用からインターネット利用

のＥＤＩに変わることによる効果は、小売、卸・メー

カーともに「通信時間の短縮」（小売７４％、卸・メ

ーカー７３％）が多く、次いで「通信コストの削減」

（同４４％、４１％）となっている。 

一方、標準のメッセージを利用することによる

効果は、小売業で「伝票レス」（５６％）が突出して

多いのに対して、卸・メーカーでは「伝票レス」（３

５％）と並んで「小売対応システムの共通化」（３

４％）が多く上げられている。 

 

●流通ＢＭＳ を導入した理由 

導入済みまたは予定の小売業に対して、流通

ＢＭＳを導入した（する）理由（きっかけや狙い）を

聞いた。その結果の上位は下記のとおりとなって

いる。（Ｎ＝５５） 

・伝票レスの実現：８８％（前回５０％） 

・機器の更新ができない：６８％（同３２％） 

・基幹システムの更新時期：６５％（同３６％） 

 

 

・請求／支払照合の効率化：５６％（同２７％） 

・通信コスト削減：４７％（同３２％） 

・発注～納品時間短縮：４１％（同４１％） 

２年前の母数が２２ 社であったのに対して今

回の母数は５５ 社と増えており、この間に新たに

導入した（する）小売業は、機器・システムの更新

時期を迎えたのを機に伝票レスや請求／支払照

合の効率化、通信コストの削減などを狙って、新

たにＥＤＩシステムを導入した（する）ことが伺え

る。 

 

●流通ＢＭＳ を導入しない理由 

逆に、流通ＢＭＳ  の導入について「時期未

定」または「導入するつもりはない」と回答した小

売業にその理由を聞いた。その結果、上位３つ

は下記の結果となった。（Ｎ＝６４） 

・投資対効果が見えない：５３％（前回５９％） 

・既存機器が動いている：４５％（※） 

・基幹システムの更新時期未定：３８％（同４２％） 

※前回この選択肢はなかった 

この結果を総合すると、既存機器が支障なく

動いており、また基幹システムの更新時期が決ま
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っていない今、ＥＤＩ システムだけを置き換える

理由が見当たらない、といった状況が伺える。 

なお、前回の回答で比較的多く上がっていた

「対応できる取引先がまだ少ない」は４２％から２

８％へ、「取引先から要請がない」は４８％から２

７％へそれぞれ減少しており、これはこの２年間

の卸・メーカーの導入済み企業割合の増加（２

６％から４３％へ）を反映した結果と言える。 

 

●Ｗｅｂ－ＥＤＩ基本方針の認知度 

本協議会では２０１１年３月に「小売業がＷｅｂ

－ＥＤＩ を提供する場合は流通ＢＭＳのＪＸ手順

も同時に提供する」といった『流通ＢＭＳ におけ

るＷｅｂ－ＥＤＩの基本方針』を発表している。今

回の調査でもその内容を調査票に添付した上

で、小売業に対してその認知度を聞いた。 

その結果は図８のとおりであり、前回と比較す

ると「聞いたことがあり内容も理解」が２８％から３

７％へ、「聞いたことはあるが内容はよく理解して

いない」が３５％から４４％へ増加しており、認知

度は確実に高まっていることが伺える。 

 

図８ Ｗｅｂ－ＥＤＩ 基本方針の認知度 

（小売業のみへの質問） 

 

 

 

 

 

卸・メーカーの導入企業数が６，５００ 社以上に 
～１２月１日時点の推計 この半年間で約８００ 社増加～ 

 

本協議会では、半年毎に卸・メーカーの導入

企業数調査を行い、直近の今年６ 月１ 日時点

の結果を「流通ＢＭＳ を導入している卸・メーカ

ーは５，７００社以上と推測される」という内容で発

表してきた。 

半年後の今年１２ 月１ 日時点の調査結果で

は、６，５００社以上となり、この半年間で約８００ 

社増加している。 

既に流通ＢＭＳ を導入している大手小売業

が対象商材を生鮮品等に拡大したり、導入を促

進するために改めて取引先に対して対応を呼び

掛けたことなどが増加の主な要因かと推察され

る。 

 

 

 

 

 

次回の第６回調査は来年の６月１日時点で行

う。 

調査方法の詳細は下記ＵＲＬを参照。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｓｒｉ．ｊｐ／ｒｙｕｔｓｕ－ｂｍｓ／ｉｎｆｏ／ｒｅｌｅａｓｅ２０１３１２

１８．ｐｄｆ 

 

卸・メーカーの導入企業数推計推移 
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拡大するＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及～２０１３年度の総括～  

－酒類・加工食品業界標準化推進会議 ＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及検討部会 事務局－ 

 

目次 §Ⅰ．１０年間の歴史 

    §Ⅱ．ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及状況 

    §Ⅲ．受発注、出荷案内へのチャレンジ 

    §Ⅳ．今後の展望 

 

要約 

１． ２００３年からおおよそ１０年に渡り、酒類・加工食品業界標準化推進会議（事務局＝株式会社

ファイネット、以下推進部会）では、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及を推進し、本番稼動の拡大を目指した

取組みを行ってきた。 

 

２． 本年度は、カルピス（株）、カゴメ（株）、及び（株）日本アクセスが始めて、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの本番

稼動を行うなど、２０１１年の３種ガイドライン公開以降、販売実績、販促金の本番稼動数は、大

きく拡大した。 

 

３． 販売実績、販促金の本番稼動数は、拡大の一途を辿る一方、これまで受発注、出荷案内の本

番稼動事例は無かった。大きな理由として、これらのデータ種はリアルタイムの商流・物流との

関連が深く、トラブル時の影響が大きいこと、加えて、先行事例が無いため、各企業は、二の足

を踏まざるを得ない実情もあった。 

    

４． こうした状況の中、２０１３年１２月に、味の素（株）－（株）トーカンで受発注の本番稼動が始まっ

た。荷姿別ＧＴＩＮを活用した受発注のＧＴＩＮ－ＥＤＩは、酒類・加工食品業界で初めての試みで

あり、両社は、コスト削減に向けた大きな一歩を踏み出した。 

 

５． 一方、主要データ種の最後である出荷案内への取組みも始まっている。（株）ニチレイフーズと

（株）伊藤忠食品は、これまでプライベートコード、あるいは、ＪＡＮコードで送信していた旧来の

方式をやめ、単品（個装）、ケース（外装）のそれぞれの荷姿階層に該当するＧＴＩＮを活用した

ＧＴＩＮ－ＥＤＩに取り組む。 

 

６． ２０１３年度、受発注、出荷案内を含めた４つの主要データ種で、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの業界普及に向

けた道筋ができた。このことは、決して、ＧＴＩＮを活用したデータ交換が、遠くて困難な存在では

無く、むしろ、現実的に対応可能で、近い存在であることを証明してくれた。今後も推進部会で

は、業界全体コスト削減に向けて、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及に貢献していく。 
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§Ⅰ．１０年間の歴史  

酒類・加工食品業界標準化推進会議（※１）

（事務局＝株式会社ファイネット、以下、推進部

会と略す）では、２００３年から現在に至るまで、

商品識別コード検討部会、ＧＴＩＮ－ＥＤＩタスク、

ＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及検討部会と、その時々の検討

内容や役割に応じて名称を変え、おおよそ１０年

の間、酒類・加工食品業界でＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及

を推進してきた。（図１参照） 

 

図１：１０年の歴史

 
（※１）酒類・加工食品業界の卸店／メーカー間の標準

化推進を目的に２００３年に発足した会議体（現在：メ

ーカー２０社、卸店８社） 

 

（１）商品識別コード検討部会 

２００３年から２００７年の４年間は、商品識別コ

ード検討部会と称し、酒類・加工食品業界にお

けるＧＴＩＮコード導入の意義の徹底、各社導入

時の課題整理を中心に検討を行ってきた。長期

ビジョンとして、商品識別コードは、グローバル標

準であるＧＴＩＮへの一本化を掲げ、１ヶ月に１回

のペースという高い頻度で開催されていた。 

数年間の検討の後、各企業ごとにＧＴＩＮ－Ｅ

ＤＩ本番稼動に向けたロードマップ、及び運用の

ためのガイドラインを最終成果物としてとりまとめ

た。 

こうした事情から、各社が集まって課題等を共

有し検討してきた商品識別コード検討部会は、

ある一定の役割を果たしたとし、後は、各社の実

践活動に委ねることとなった。 

（２）ＧＴＩＮ－ＥＤＩタスク 

一方で、各社の実践活動では、さまざまな理

由から、すぐに本番稼動が始まったわけでは無

かった。このため、早期に本番稼動を実現する

べく、２００９年ごろから、メーカー８社、卸店５社

の参加のもと、ＧＴＩＮ－ＥＤＩタスクと称した検討

部会が立ちあがった。 

検討部会立上げの狙いは、早期にＧＴＩＮのＥ

ＤＩ活用を実現したい推進部会参加（卸店・メー

カー）企業が、ＧＴＩＮのＥＤＩ活用の課題を共有

化し、実現に向けた運用ルール等を取り決め、

その成果・事例を公開することで、導入企業の拡

大を図るというものであった。 

１～２年の活動期間を通じて、６企業がＧＴＩＮ

－ＥＤＩの本番稼動を開始するなど、業界普及に

向けて、大きな成果が出始めた時期でもあった。 

（３）ＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及検討部会 

その後、本番稼動の成果のみならず、ＧＴＩＮ

－ＥＤＩタスクで議論された課題や対応方針など

は、ガイドラインなどにまとめ、業界へ広く発信す

るべきとの考えが出始めた。 このため、ＧＴＩＮ

－ＥＤＩタスクからＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及検討部会へ

と名称を変え、また、実際の役割も、ガイドライン

整備に重点を置いた活動を展開した。ガイドライ

ンでとりまとめる内容は、まず、そもそもの入り口

ということで、①ＧＴＩＮの意義や導入の背景など

知って頂くためのガイドライン、また、②マスタ整

備で留意するべきことを中心にとりまとめたガイド

ライン、最後は、③商品識別コード検討部会で

策定した運用ガイドラインを直近の状況に応じた

改訂が必要だということで、合計３つのガイドライ

ンを策定・改訂した。この検討結果が、２０１１年８

月のＧＴＩＮ－ＥＤＩ ３種ガイドラインの公開に繋

がっている。 

３種ガイドライン公開から約３年、現在では、メ

ーカー１０社、卸店５社の参加のもと、検討部会

は継続され、業界普及に向けた取り組みが行わ

れている。 
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§Ⅱ．ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及状況 

２００３年の商品識別コード検討部会から１０年

あまり、推進部会参加企業では、ＩＴＦの１４桁

化、システムの更新、会社統合等に伴うシステム

の再構築などに合わせて、ＧＴＩＮに対応した自

社のマスタ整備を進めてきた。 

こうした活動の結果、この３年間で、ＧＴＩＮ－Ｅ

ＤＩの本番稼動企業数、また、データ種ごとの本

番接続数は、大きな拡大を見せている。 

（１）ＧＴＩＮ－ＥＤＩ本番稼動企業数の遷移 

本番稼動企業は、２０１１年１０月時点では６社

であったが、その後、（株）ニチレイフーズ、伊藤

忠食品（株）、（株）トーカンが本番稼動を始め、２

０１１年度末には計９社に拡大した。 

さらに２０１２年度には、業界普及に向けて

（株）マルハニチロ食品、国分（株）、三井食品

（株）が続いた。 

その後も、拡大の流れは加速し、２０１３年度の

上期には、カルピス（株）、（株）日本アクセスがＧ

ＴＩＮ－ＥＤＩの本番稼動を開始。 また、直近の

事例では、２０１３年度よりＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及検討

部会に新たに参加したカゴメ（株）が、１１月より、

加藤産業（株）と販売実績で本番稼動を開始さ

せている。 

現在では、推進部会参加企業（２８社）による実

践活動は、１５企業にまで達し、おおよそ半数以

上の企業で、本番稼動済みとなった。（図２参照） 

 
図２：本番稼働企業数の遷移

 
  

 

（２）データ種ごとの本番接続数の遷移 

一方、本番稼動企業数の拡大に伴い、データ

種ごとの接続数も大きく拡大している。 

大きな理由として、既に本番稼動を行った企

業が、１事例に留まらず、より業務効率化を求

め、他企業への横展開を始めたことがあげられ

る。味の素（株）は、２００９年に最初のＧＴＩＮ－Ｅ

ＤＩを、明治屋商事（現：三菱食品（株））と販売実

績で行ったのを皮切りに、現在では、販売実績

で８接続、販促金で２接続と横展開を図るなど、

大きな成果を出している。なかでも販売実績は、

伝票枚数ベースで取引の６割～７割程度が既に

ＧＴＩＮ－ＥＤＩへ移行した計算になり、大きな成

果を出しているという。 

また、卸店でも同様の動きが見られた。加藤産

業（株）では、２０１３年８月現在、販売実績５接

続、販促金４接続へと積極的に横展開を図り、

業界普及への動きを活発化させている。さらに、

加藤産業（株）では、過去、取引のある各メーカ

ーにＧＴＩＮ－ＥＤＩ導入対応の可否や対応期日

のアンケートを実施するなど、先行企業からの積

極的な働きかけも重要な役割を果たした。この結

果は、推進部会参加企業以外での本番稼動の

実現につながっている。 

こうした活動を通じて、２０１１年１０月時点で計

７接続だったものが、２０１３年８月には、計３４接

続と、おおよそ３年弱で、５倍規模へ拡大した。

（図３参照） 

 

図３：データ種ごとの本番稼動数の遷移
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§３．受発注・出荷案内へのチャレンジ 

販売実績、販促金の本番接続数が拡大する

一方で、受発注、出荷案内の本番接続は、２０１

３年８月まで無かった。（図３参照） 

これは、販売実績、販促金は、何かトラブルが

発生した場合でも後追いで対応が可能なのに対

し、受発注、出荷案内では、リアルタイムで対応

を求められるためである。これらのデータ種は、ト

ラブルが即時に商流、物流に影響し、取引上の

大きなリスクにつながってしまう。 

また、過去に酒類・加工食品業界に、先行事

例が無いだけに、他社に先駆けて自社が先行導

入することに、二の足を踏まざるを得ないという実

情もあった。 

こうした状況の中、２０１３年１２月より、多少の

検討事項を残したものの、味の素（株）－（株）ト

ーカンが業界初となるＧＴＩＮ－ＥＤＩを受発注へ

適応させ、また、（株）ニチレイフーズ－伊藤忠食

品（株）は、出荷案内の本番稼動に向けた検討

をスタートさせた。 

業界内で新たな動きが出始めている。 

（１）受発注へのチャレンジ 

ＧＴＩＮ－ＥＤＩの本質は、単品（個装）、パック

（中装）、ケース（外装）、梱（バンド掛け）の４階層

に応じたマスタ整備を共通の認識のもとに両社

が行うことであり、また、受信側は、送信側がセッ

トした様々な階層のＧＴＩＮを適切に処理できるよ

うになることである。 

味の素（株）と（株）トーカンの両社は、２００７年

に既に階層別ＧＴＩＮマスタ整備を完了させるとと

もに、ＧＴＩＮ－ＥＤＩへ取組み姿勢や業界普及と

いった観点からも同じ方向性を持っていたこと

が、今回の受発注適応の本番に繋がった。 

ただ、両社の受発注への取組みは、必ずしも

一朝一夕にできたものではなく、２００９年にまで

遡ることになる。 

２００９年に両社は、業界に先駆けてＧＴＩＮ－

ＥＤＩの受発注への適応で合意。その後、いくつ

かの打合せを経て２０１０年にはテストの実施にこ

ぎ着けた。ここで、システムロジックは問題ないこ

とを確認したが、商品の改廃などに伴うマスタメ

ンテナンス作業で一部問題が発生し、マスタ整

備の運用を整えてから本番を開始することとなっ

た。 

その後、２０１１年１０月に味の素（株）社内でマ

スタ整備状況が整ったのを契機に、１２月に両社

間で両社関係各部署（商品部、営業、物流、発

注部門、受注部門）を集めてキックオフを行っ

た。以降毎月定例会を実施、構想から５年を経

て２０１３年１２月の本番へ至った。（図４参照） 

 

図４：味の素（株）－（株）トーカンの取組み

 

 

今回の成功の裏には、２０１１年１２月のプロジ

ェクトの立ち上げが重要な意味を持ったと、味の

素（株）営業企画部の細田氏は振返る。プロジェ

クト化によって、（株）トーカンのシステム、コード

課、経理等各セクションと、味の素（株）、味の素

冷凍食品（株）が、膝をつきあわせて、現状業務

の再確認と今後に向けた対策を、迅速に練るこ

とが出来たという。 

今後、味の素（株）では、（株）トーカンとの本

番接続を皮切りに、他卸店への受発注横展開を

加速させる。また、一方では、出荷案内も早々に

実現させ、主要データ種４種すべてでＧＴＩＮ－Ｅ

ＤＩを適応させ、業界普及の橋頭堡になる考えで

あるという。 

一方、（株）トーカンも、味の素（株）との成功事

例をもとに、他メーカーとの受発注横展開を図

り、業界普及を加速させるという。 
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（２）出荷案内へのチャレンジ 

ＧＴＩＮ－ＥＤＩの大きなメリットの一つとして、送

信側がセットした様々な階層のＧＴＩＮを、データ

の受信側が適切に処理することによる、コード変

換プログラムの削減があげられる。これは、多くの

場合、受信側に大きなメリットを及ぼす。これまで

得意先ごとに管理し、受信の変換ロジックを組む

必要があったが、ＧＴＩＮ－ＥＤＩでは、個別のコー

ド変換ロジックが不要になるからである。 

すでに、本番稼動済みである販売実績、販促

金、受発注は、メーカーが受信側であったが、出

荷案内は、卸店が受信側となるため、始めて大

きなメリットを享受できるデータ種ともいえる。 

こうした状況のもと、伊藤忠食品（株）は、２０１

３年６月より、（株）ニチレイフーズと出荷案内のＧ

ＴＩＮ－ＥＤＩ適応の検討を開始した。 

これまで、伊藤忠食品（株）では、（株）ニチレ

イフーズから、ニチレイのＰＶコードなどで出荷案

内を受信しており、ニチレイのための個別変換プ

ログラムロジックを組む必要があった。 

今後は、（株）ニチレイフーズがケース、バラそ

れぞれの階層に応じたＧＴＩＮ（ケースＧＴＩＮ、単

品ＧＴＩＮ）をセットし、一方の伊藤忠食品（株）

は、セットされた様々な階層のＧＴＩＮから、個別

対応せず、適切に対応する方式をとる。伊藤忠

食品（株）では、（株）ニチレイフーズに加えて、

他メーカーからの出荷案内も同様の方式に移行

することで、大きな変換コストの削減を期待して

いるという。 

現時点（１月末）で、まだ正確な本番稼動日は

未定であるが、 ほぼ（株）ニチレイフーズの商品

については課題の洗い出しと 対応方向性が決

まりつつある。 あとは、（株）ニチレイフレッシュ

の商品も今回ＧＴＩＮ対応予定のため、 不定貫

商品の運用ルールや課題の整理を残すのみと

いう。 

 

§４．今後の展望 

２０１３年度は、販売実績、販促金の拡大に加

え、味の素（株）と（株）トーカンによる受発注への

適応、及び、出荷案内への道筋が立てられた。

主要４データ種全てにおいて、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの

業界普及、及び目処が立ったことは、酒類・加工

食品業界の標準化推進の観点から大きな意義

である。 

こうした事例から学ぶべき点は、ＧＴＩＮ－ＥＤＩ

とは、決して実現が難しく、対岸にある遠い存在

ではないということである。 

現在、各社のシステム整備状況は、かならずし

も同一ではなく、これまでの改修や今後のシステ

ム再構築の予定など、まちまちであることが想定

される。 

こうした状況の中、確かに一朝一夕に、すぐに

４データ種の本番稼動は、難しいという企業も

往々にしてあると思うが、まずは、メーカー／卸

店双方で４階層に応じたマスタを整備させ、お互

いに準備ができたところから順次開始させるな

ど、双方にとって無理のない範囲で実現に向け

たロードマップを描いていくことも、業界普及に向

けた重要な要素の一つになってくる。 

今後も推進部会では、業界全体コスト削減に

向けて、販売実績、販促金、受発注の横展開を

通じた本番稼動企業の拡大、一方では、出荷案

内の本番稼動の実現と横展開の双方を目指し

ていく。（図５参照） 

 

図５：業界普及のイメージ
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本会名称変更のお知らせ  

－公益社団法人 日本缶詰協会－ 
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消費税の転嫁及び表示の方法に関する共同行為について  

一般社団法人全国トマト工業会／一般社団法人日本ソース工業会／全日本カレー工業協同組合／

公益社団法人日本缶詰協会／一般社団法人日本冷凍食品協会／公益社団法人全日本トラック協会 
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